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議会運営委員会 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ 日 （ 金 ）

午 前 ９ 時 ５ ８ 分 開  会

○三鬼（孝）委員長  おはようございます。 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

 南委員が後刻出席でございます。よろしくお願いします。 

 本日の議会運営委員会の協議事項につきましては、令和３年第４回尾鷲市議会臨

時会の提出議案、議案第３０号の尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業者等

が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてから議案第３８号まで

の９議案でございますのでよろしくお願いします。 

 それでは、市長から御挨拶を。 

○加藤市長  おはようございます。 

 本日は令和３年第４回の臨時会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。臨時会に上程いたします議案につきましては、議

案第３０号、尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占

めることを要しない場合の同意についてから議案第３８号、尾鷲市農業委員会委員

の任命についてまでの人事案件を含めた９議案であります。 

 提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく

御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○三鬼（孝）委員長  ありがとうございます。 

 申し遅れましたけれども、２番目の選挙についてが、選挙第１号、東紀州環境施

設組合議会議員の選挙についてと、３番目の会期及び議事日程（案）についてもあ

りますのでよろしくお願いします。 

 それでは、総務課長、説明を求めます。 

○竹平総務課長  それでは、令和３年第４回尾鷲市議会臨時会の提出議案につい

て御説明をさせていただきます。 

 通知をさせていただきます。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 本臨時会への提出議案は、議案第３０号、尾鷲市農業委員会委員の任命につき認

定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてから議案第
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３８号、尾鷲市農業委員会委員の任命についてまでの人事案件を含めた議案９件で

ございます。 

 ２ページ目を御覧ください。 

 議案第３０号、尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数

を占めることを要しない場合の同意についてにつきましては、農業委員会委員のう

ち少なくとも４分の１を認定農業者等及び認定農業者に準ずる者とすることについ

て、農業委員会等に関する法律第８条第５項及び農業委員会等に関する法律施行規

則第２条第２号の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、２ページの議案第３１号から、１６ページになります、議案第３８号まで

の尾鷲市農業委員会委員の任命についての８議案につきましては、委員の任期が本

年６月１５日をもって満了となることから、農業に関する識見を有し、農地等の利

用の最適化の推進に関する事項等、その職務を適切に行うことができる者として、

新たに庄司和稔氏１名を新任とするほか、７名を再任として尾鷲市農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同

意を求めるものでございます。 

 以上で提出議案の説明とさせていただきます。 

○三鬼（孝）委員長  ありがとうございます。 

 議案の説明は終わりましたけれども、特に何かありますか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三鬼（孝）委員長  ないようでございます。 

 次に、２番目の選挙について、事務局から説明願います。 

○高芝議会事務局長  それでは、事項書２番目の選挙について説明させていただ

きます。 

 選挙第１号、東紀州環境施設組合議会議員の選挙についてでございますが、これ

は同組合規約第５条第２項及び第６条第１項の規定に基づき選挙をお願いするもの

でございます。 

 なお、選挙の方法につきましては、去る３月２９日開催の全員協議会におきまし

て方向性を確認していただき、申合せ事項の改正内容につきましては、皆様に御理

解をいただいていることでありますので、議長御了承の下、この後開催される全員

協議会において御確認いただく申合せ事項の改正内容に沿った説明とさせていただ

きますが、東紀州環境施設組合議会の議員２名に議長及び行政常任委員会委員長を

議長による指名推選の方法で選挙していただく予定でございます。 
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 説明は以上でございます。 

○三鬼（孝）委員長  ありがとうございます。 

 ということで、よろしくお願いします。 

 それでは、３番目の会期及び議事日程（案）について、局長のほうから説明しま

す。 

○高芝議会事務局長  それでは、事項書３番目の会期及び議事日程（案）につい

て説明させていただきます。 

 会期は４月６日火曜日、１日の予定でございます。 

 会議は午前１０時開会とさせていただいております。 

 審議の内容でございますが、会議録署名議員の指名、会期決定の後、議案上程、

提案説明、質疑、委員会付託、これは議案第３０号、尾鷲市農業委員会委員の任命

につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての

議案１件についてでございまして、今回、農業委員会委員の任命に係る議案が出て

おりますが、この任命の議案の前に議決をしていただく必要がございますので、提

案説明の後、質疑、委員会付託をしていただき、暫時休憩中に行政常任委員会を開

催して御審査いただき、その後、本会議において委員長報告、委員長報告に対する

質疑、討論、採決という流れでお願いしたいと思います。 

 次に、議案上程、提案説明、質疑、討論、採決、これは議案第３０号から議案第

３８号までの尾鷲市農業委員会委員の任命についての人事案件８件についてでござ

います。 

 なお、議案質疑発言通告書の提出期限につきましては、５日月曜日の午前１１時

までとさせていただいております。 

 また、ただいま議案付託表（案）を通知させていただきましたので、御確認いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○三鬼（孝）委員長  ありがとうございます。 

 会期及び議事日程（案）についての説明がございましたけれども、よろしいです

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三鬼（孝）委員長  ないようでございますので、そのように取り扱いたいと思

います。 

 それでは、本会議への説明員の出席について総務課長のほうから。 
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○竹平総務課長  今回の本会議への説明員の出席につきましては、三役及び政策

調整課長、水産農林課長、総務課長でよろしくお願いしたいと思います。 

○三鬼（孝）委員長  ということでございます。よろしいでしょうか。 

○高芝議会事務局長  すみません。訂正させてください。 

 私、先ほど、議案上程、提案説明、質疑、討論、採決する農業委員の任命につき

まして、議案第３０号から議案第３８号までの人事案件８件と申し上げましたが、

議案第３１号から議案第３８号までの誤りですので、訂正させていただきます。 

○三鬼（孝）委員長  分かりました。 

○高芝議会事務局長  申し訳ありません。 

○三鬼（孝）委員長  特に何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三鬼（孝）委員長  ないようでございますので、これで議会運営委員会を終了

します。御苦労さまでした。 

（午前１０時０７分 閉会） 


